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１ 目的 

新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助す

ることで、創業初期の経営安定化及び地域経済の活性化等を目的とします。 

 

２ 補助対象事業者 

次の（１）から（１０）までの条件をすべて満たす事業者 

 

（１）令和8年（2026年）３月1日～令和9年（2027年）1月31日までの間に新規創業

または第二創業を行う者であること 

新規創業 

・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること 

・新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること 

 （既に事業を営んでいる個人又は法人が、新たに法人を設立

する場合は、新事業の開始が必要） 

第二創業 

・既に事業を営んでいる個人若しくは法人の後継者が、令和7年

（2025年）９月1日～令和9年（2027年）1月31日までの

間に事業を引き継ぎ、かつ新事業を開始すること 

※法人とは、会社法上の株式会社・合同会社・合名会社・合資会社、企業組合・協業組

合・特定非営利活動法人のこと 

※「新事業」とは、既に営んでいた既存事業と日本標準産業分類の細分類が異なる事業

のこと 

※事業の開始は個人事業の開業届出書又は法人設立届出書等で確認します 

（ 許 可 業 種 に つ い て は 、 令 和 9年 （ 2 0 2 7年 ） １ 月 ３ １ 日 ま で に 許 可 の 取 得 が 必 要 ） 

 

（２）市内に事業所を設置している者又は設置しようとしている者であること 

（さらに、個人事業主の場合は市内に住所を有すること、法人の場合は市内に登記が必

要） 

 

（３）日本政策金融公庫の融資又は保証協会の保証がある融資を利用する者であること 

  （令和 9 年（2027 年）１月３１日までに融資実行されていることが必要） 

 

（４）国の認定を受けた宇治市の「創業支援等事業計画」に規定する「特定創業支援等事業」
を受けた者であること 

  （特定創業支援等事業を受講し、実績報告までに証明手続きを完了する必要があります 
※補助金申請段階では未受講でも構いません。） 
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＜令和8年度 宇治市認定特定創業支援等事業＞ 

 

「特定創業支援等事業」の認定要件 

宇治市では、以下の４つのプログラムのいずれかを修了した者に証明書を発行します。 

 

A) 創業塾 

宇治・城陽・久御山の商工会議所等が連携し、資金調達や経営ノウハウを学ぶセミナー／全2回。 

経営・財務・人材育成・販路開拓についての知識が身につく講座を２回以上受講し、かつ、宇治商

工会議所が実施する中小企業診断士等による個別相談指導を1ヵ月以上にわたり2回以上受講するこ

と。 

※例年1月下旬～2月上旬にかけて2日間開催 

 

B) 一般社団法人京都知恵産業創造の森（京都の起業支援・産学公連携・スマート社会推進・産業人材育

成などを担う、京都発の産業支援組織）が実施するセミナーやアクセラレーションプログラムを１カ

月以上、４回以上受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓の４分野を学ぶこと。 

※対象となるプログラムの事例「KOIN起業プログラム」「THE LEAN LAUNCH PAD」 

 

C) うじ創業セミナー 

資金調達や経営ノウハウを学ぶセミナー／全6回程度。１カ月以上継続的に受講し、経営・財務・人

材育成・販路開拓の４分野の知識を習得すること。 

※令和8年度日程 9月30日～11月 

 

D) オンライン創業支援ワークショップ「スタパス」 

オンラインにてデジタルツール活用、事業計画書作成、プレゼンテーション実践を通じて、事業

提案の作成を支援／全5回。１か月以上継続的に受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の４分野

の知識を習得すること。 

※令和8年度日程 7月9日／16日／23日／8月6日／27日  

 

 

本市では、上記の事業が「特定創業支援等事業」となります。各支援団体が実施する事業のスケジュー

ル、詳細は各支援団体まで、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

各機関の連絡先等 

についてはこちら 

をご覧ください。 
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（５）京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する事業を行う者であること 

 

（該当条件） 

資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが、次の表の条件を満たしていれば対象となります。 

業種 資本金 従業員数 

製造業等 

（建設業・運送業・不動産業を含む） 
3 億円以下 300人以下 

 

ゴム製品製造業 

(自動車又は航空機用タイヤ及び

チューブ製造業並びに工業用ベ

ルト製造業を除く） 

3 億円以下 900人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

小売業・飲食業 5,000 万円以下 50人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100人以下 

 

ソフトウェア業 

情報処理サービス業 
3 億円以下 300人以下 

旅館業 5,000 万円以下 200人以下 

医業を主たる事業とする法人 － 300人以下 

 

但し、次の者は、原則として対象から除かれています。 
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１.次に掲げる業種を営む者 

(1)農業（園芸サービス業を除く。） 

(2)林業（素材生産業および素材生産サービス業を除く。） 

(3)漁業 

(4)金融・保険業（保険媒介代理業および保険サービス業を除く。） 

(5)その他 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第３条第１項又は第３１条の２２の適

用を受けた飲食店（食事の提供を主目的とするものである場合並びに衛生水準を高め、及

び近代化を促進するものである場合を除く。）、同法第２条第１項第４号及び第５号に規

定する風俗営業（まあじゃん屋・ゲームセンターを除く。）、第２条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業、その他風俗上好ましくないもの。 

・他に分類されないその他の生活関連サービス業のうち、易断所、観相業、相場案内業(けい

線屋) 

・競輪・競馬等の競走場、競技団 

・パチンコホール、その他の遊戯場のうちのゲームセンターのうちのスロットマシン場 

・芸ぎ業（置屋、検番を除く。） 

・娯楽に附帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等の予   

想業 

・興信所（もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。） 

・民営職業紹介業のうち、芸ぎ周旋業 

・他に分類されないその他の事業サービス業のうち、集金業、取立業（公共料金またはこれ

に準ずるものに係るものを除く。） 

・政治・経済・文化団体 

・宗教 

・その他の保証対象として不適当と判断される業種 

２.許認可等を要する業種を営む方で、許認可等を受けていない者 

３.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけている者 

４.手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能後、６か月以上経過していない者 

５.代位弁済を受け、その求償債務を完済していない者 

６.求償債務の連帯保証人となっている者 

７.延滞など正常でない保証取引中の者 

８.延滞など正常でない保証取引の連帯保証人となっている者 

９.３～８の者が代表者となっている法人 

10.３～８の法人代表者の者 
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（６）次のいずれかに該当する者（みなし大企業）でないこと 

  ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している

中小企業 
  ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している

中小企業者  

  ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小

企業者  

   ※「大企業」とは、（５）表中の中小企業者以外の会社をいいます 

 

（７）フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと 

 

（８）市税を完納している者であること 

※ 市税とは、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 5 条に規定する税を言い、応

募者の所在する市区町村の税金に滞納がないことが条件となります。 

 

（９）創業後 3 年間は宇治市内において事業を継続すること 

 

（１０）他の創業に関わる補助金、助成金等を受けていないこと。ただし、それ以外の補助

金を併用する場合でも、同一の経費に対する複数の申請は対象となりませんのでご注

意ください。 

 

３ 補助対象事業の期間 

令和 7 年（2025 年）９月 1 日から令和 9 年（2027 年）１月３１日までの新規創業・

第二創業に係る経費を補助します。 

 

４ 支援内容 

（１）支援内容 

補助金額 

（限度額） 

最大 180 万円 

（基礎分 100 万円＋加算分 80 万円） 

補助率等 基礎分：補助対象経費の 3 分の 1 

加算分：補助率無し。加算額を支援（補助事業費の範囲内） 

その他 

他の補助金・助成金等を活用する事業でないこと。ただし、

次の場合は本補助金の対象とする。 

※本市の他の補助金を受ける場合。この時の本補助金対象経費

には、本市の他の補助金の対象経費を除外するものとする。 

 



7 

 

（２）加算分の要件について 

下記の要件を満たした場合、補助金をそれぞれ加算する 

番号 要件 加算額 備考 

①  創業者が市外から移住 10 万円 
個人事業主又は法人代表者が令和 7 年

（2025 年）３月１日～令和 9 年（2027 年）

１月３１日までに市内に移住 

②  創業者が若者 10 万円 40 歳未満（令和 9 年（2027 年）１月３１日

時点） 

③  市内新規雇用 1 人あたり 

 ※最大 3 名まで 

10 万円 

最大 30 万円 

正規職員（会社が定める所定労働時間労働し、

雇用期間の定めが無い労働者）の雇用であるこ

と。個人事業主・法人代表者・事業専従者

は除く。 

④  空き家等活用 ３0 万円 空き家等（概ね 1 年以上使用されていない

状態又はこれに類する状態にある物件）を

活用して事業を開始 

 

＜補助金限度額の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基礎分のみ（加算要件なし）の場合】

　事業費　
　　１８０万円

　事業費　
　　３００万円

【（例）基礎分+加算額５０万円の場合】

　事業費　

　　１８０万円

　事業費　
　　３００万円

基礎分
（１/３）
１００万円

加算分

５０万円

自己負担

１５０万円

自己負担

２００万円

加算分

５０万円

自己負担

７０万円

基礎分
（１/３）
６０万円

基礎分
（１/３）

１００万円（上限）

基礎分
（１/３）
６０万円

自己負担

１２０万円
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５ 補助対象経費 

補助事業実施のために必要となる経費として、下記の①～③の条件をすべて満たすもの

を対象とします。 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 令和 7 年（2025）年９月 1 日～令和 9 年（2027）年１月３１日の期間内に支払

った経費 

③ 証拠書類等によって金額、支払等が確認できる経費 

 

（補助対象経費一覧） 

工事費 

修繕費 

○市内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用 

（住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る

もののみとし、間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供

される部分と明確に区別されている場合に限ります） 

 

店舗購入費 
○市内の店舗・事務所等の開設に伴う店舗購入費用 

 （ただし、用地の購入費は除く） 

備品購入費 

○市内の店舗・事務所等で使用する備品の調達費用 

 （賃借料含む。ただし、補助期間内の経費に限る） 

【対象外経費の例】 

○消耗品費 

○車両の購入費 

○汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定

できない物の調達費用（パソコン・カメラ・ソフトウェア・ライ

センス等） 

 

家賃 

○市内の店舗・事務所・駐車場等を借りて事業を行う場合の賃借料 

 （ただし、補助期間内の経費に限る） 

【対象外経費の例】 

○賃貸借契約における敷金・礼金・保証金等 

 

広報費 

○販路開拓の広報宣伝費・パンフレット印刷費・展示会出展費用 

○宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 

○ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費 

○広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品（飲食店店頭に展示さ

れる食品見本等、商品の概要・ニュアンス等を伝えることを目的

とし、実際の製品同等の使用が出来ないことが原則） 

○求人広告の費用 
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【対象外経費の例】 

○切手購入費用 

○補助事業と関係のない活動に係る広報費（補助事業にのみ係った

広報費と限定できないもの） 

備考 ※補助対象経費には消費税及び地方消費税を含みます 

 

６ 事業のスキーム 

　③意見
　　支援等
　　　　相談等

①事前相談　②応募
④審査

⑤指定通知

⑥交付申請

宇治市 ⑦交付決定

⑧実績報告

⑨確定検査（交付額確定）

⑩補助金請求

⑪補助金支払

創業支援ネットワーク
宇治チャレンジスクエア

創業者
第二創業者

宇治商工会議所

京都信用保証協会

（山城支所）
宇治市

日本政策金融公庫

（京都支店）

 

 

 

 

 

 

 

審査は一次選考（書類審査）と、一次選考通過者には二次選考（プレゼンテー

ション審査）を行い、予算の範囲内で補助事業者を選出します。 

（プレゼンテーション審査の詳細は、募集期間終了後にお知らせします。） 
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② 応募 

③④審査（市） 

⑤指定通知 

⑥交付申請 

⑦交付決定 

⑧実績報告 

⓽確定検査 

⑩補助金請求 

⑪補助金支払 

① 事前相談 

７ 手続きの流れ 

   応募書類に作成にあたり、事前に宇治市産業振興課 

へ申請される事業内容等についてご相談ください。 

 
 

   提出期限 令和 8 年９月 30 日（水） 

   17：00 必着（Ｐ11） 

 

   一次選考（書類）により選定した者に二次選考（プ 

レゼンテーション）を実施。宇治チャレンジスクエ 

アの意見をもとに、市が審査します。（Ｐ11） 
 

   補助事業者の可否を決定し、文書により各事業者へ      

   通知します。（Ｐ12） 

 

   許認可、融資実績等の必要書類を添付し、指定通知 

   後、20 日以内に申請してください。（Ｐ12） 

   

   交付の可否を決定し、文書により通知します。 

 

 

   補助対象事業経費の支払い完了後、1 か月を経過した日、また   

は令和 9年２月 10日のいずれか早い日までに実績報告書を提 

出してください。（Ｐ13） 

 

   実績報告書の内容をもとに、交付額を確定し、文書 

   により通知します。 

 

   「請求書」に必要事項を記入し、押印の上、提出し 

てください。 

 

   振込により支払います。 
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８ 応募方法 

（１）提出期限 

    令和８年９月 30 日（水） 17:00 必着 

（２）提出書類 

    下記の書類（１部）を提出してください。 

① 申請書・・・・宇治市創業支援補助事業者指定申請書（様式 1、Ｐ1５） 

②添付書類・・・下表のとおり 

○事業計画・収支予算書 ・・・・・・・・・・・・・（様式 2、Ｐ16～21） 

○宇治市地域貢献策計画書 ・・・・・・・・・・・・（様式 3、Ｐ22）  

○その他参考となる書類（店舗の位置図、図面、外観、内装の写真等） 

 

※書類の提出先、お問い合わせ先については P1４をご覧ください 

９ 内容の審査 

 指定申請書・添付書類及びプレゼンテーションの内容を以下の基準に照らして審査を行い

ます。 

○主な着眼点は以下のとおりです。 

①事業の固有性、独創性 

②事業の実現可能性 

③事業の収益性 

④事業の継続性 

⑤資金調達の可能性 

⑥地域貢献策の内容（地域経済活性化への波及等） 

なお、審査については、宇治市・宇治商工会議所・京都信用保証協会山城支所・日本政策

金融公庫京都支店で構成する創業支援ネットワーク「宇治チャレンジスクエア」に意見を聴

取するため、応募時にご提出いただいた資料及びプレゼンテーション内容を宇治チャレンジ

スクエアにて共有することに同意いただいたうえで申請してください。 

プレゼンテーション審査について（予定） 

日時：令和 8 年１１月１３日（金）予定 
場所：宇治市産業会館３階 大会議室 
発表時間：3 分以内（質疑応答等含め 10 分以内）を予定 
※審査方法については変更する可能性があります。 
※プレゼン審査の詳細は、募集期間終了後に別途通知します。 

 ※日程が合わない等の理由による、別日での審査は行いません。出席できな 
い場合は審査を辞退したものとして不採択とさせていただきます。 

 



12 

 

１０ 指定について 

内容の審査を経て、補助事業者の指定（または却下）を行い、宇治市から通知いたします。

応募数や審査結果、市予算によって、指定されない場合がありますことをご留意ください。

なお、審査内容については、お伝えできませんのでご了承ください。令和 8 年度募集の本

事業に係る市予算は 1,400 万円です。 

 

１１ 交付申請（指定後の手続き） 

指定を受けた事業者は、指定の通知日から 20 日以内に補助金の交付申請書を提出してく

ださい。 

（１）提出書類  下記の書類（１部）を提出してください。 

①申請書・・・・宇治市創業支援補助金交付申請書（様式 5、Ｐ24） 

②添付書類・・・下表のとおり 

＜共通書類＞ …全応募者提出が必要  

○融資制度の利用を証明できる書類（返済予定表等） 

○許認可を伴う業種であれば許認可証等の写し 

○市税の滞納がないことを証明する書類（市税の完納証明書） 

＜個別書類①＞ …条件ごとに提出が必要  

【新規創業】 

（事業を営んでいない個人・法人の場合） 

○税務署へ提出した、個人事業の開業届出書控えの写しまたは法人設立届

出書控えの写し 

（既に事業を営んでいる個人が、法人設立及び新規事業を実施の場合） 

○税務署へ提出した、法人設立届出書控えの写し及び個人事業主時代の業

種が分かる書類（確定申告書の写し等） 

※開業届出書に記載された開業日、もしくは法人設立届出書に記載された

届出日により要件に該当するか確認します） 

（既に事業を営んでいる法人が、新法人設立及び新規事業を実施の場合） 

 ○履歴事項全部証明書（旧法人及び新法人のもの） 

【第二創業】 

（個人の場合） 

○先代の廃業届 及び 後継者の開業届 

  （法人の場合）○履歴事項全部証明書 

＜個別書類②＞ …補助金の加算分を適用する場合それぞれ提出が必要  

 【市外から移住】 

   ○個人事業主又は法人代表者の住民票の写し 

【若者】 
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   ○個人事業主又は法人代表者の住民票の写し 

 【市内新規雇用】 

   ○該当する従業員との雇用契約書等の写し 

   ○該当する従業員の雇用保険被保険者証の写し 

○該当する従業員の住民票の写し 

※交付申請の時点で創業されていない方につきましては、添付書類を実績報告時に提出する

ことが可能です。 

 

１２ 事業の変更、中止 

 事業内容を変更する場合（軽微なものは除く）や、事業を中止する場合には、事前に所定

の書類を提出し、承認を受けることが必要です。このような場合は、必ず事前に市へご相談

ください。 

（１）提出書類 

①申請書 

宇治市創業支援補助金事業計画変更（中止）申請書（様式 7、Ｐ26） 

②添付書類・・・下表のとおり 

＜変更の場合＞ 

○事業計画・収支予算書・・・・・（様式 2、Ｐ16～21） 

○その他参考となる書類（店舗の位置図、図面、外観、内装の写真等） 

＜中止の場合＞ 

添付書類は不要です。 

 

１３ 実績報告書 

（１）提出期限 

事業終了後１箇月以内 

（２）提出書類 

①実績報告書・・・宇治市創業支援補助金実績報告書（様式 8、Ｐ27） 

②添付書類・・・・下表のとおり 

○収支決算書・・・・・・・・・・・・・（様式 9、Ｐ28～30） 

○対象費用の領収書（明細書含む）の写し等の支払証拠書類 

○「特定創業支援等事業」を受けた者であることの証明（申請書は様式 12） 

○交付申請時の添付資料（交付申請時に創業されていない方のみ） 

○その他参考となる書類 

（事業活動に関する写真、店舗の位置図、図面、外観、内装の写真等） 
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１４ その他 

 補助金交付決定後、事業所名・事業所住所・氏名等については原則公開とします。 

 

１５ 書類の提出先、お問い合わせ 

応募書類は、持参いただき直接窓口へご提出ください。 

応募にあたっての事前相談についても下記へお問い合わせください。 

 

【提出窓口】 

〒611-００２１ 京都府宇治市宇治琵琶４５番地の１３ 

宇治市産業観光部産業振興課成長支援係（※宇治市産業会館３階） 

ＴＥＬ 0774-３９-９６２１ 

ＦＡＸ 0774-３９-９６２２ 

E-mail sangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp 

 

 

mailto:sangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp

